
 

 

 

 

 

 

（令和４年 11月 30日）  

・会長・副会長を決定いたします。 

（令和４年 11月 22日回答必着） 

・自薦・他薦が複数名の場合は多数決をとらせていただきます。 

 

審議会資料を送付します（令和４年１２月 5日） 

・審議会開催通知、資料を送付します。 

（ご希望があれば、メールでも資料送付いたします） 

意見を共有します：とりまとめ結果を送付します（１2月 2０日） 

・委員へ取りまとめ結果を送付いたします。 

・委員からの希望により、事務局からの事前意見共有はメールでの送付も 

可能といたします。 

・会長と確認しながら、必要があれば事前意見取りまとめ、 共有を繰り返します。 

書面会議開催日（12月 28日）：事務局にて議決書をとりまとめます 

・委員の過半数からの意見をもって、会議を成立とします。 

・出席委員の過半数をもって、議決とし、会長、委員への報告をします。 

意見を確認します：議決書を御返送ください（12月 28日必着） 

・意見のとりまとめ結果に対しまして、議決としての賛成、反対を 

書面会議開催日までに郵送して下さい。 

意見を取りまとめます：意見書を御返送ください（１２月 15日必着） 

・各議題に対する意見書を同封の返信用封筒にて、ご郵送下さい。 

各委員からの事前意見を取りまとめ、委員長に確認させていただきます。 

（令和４年 11月 15日発送）※委嘱状を同封させていただきます。 

・本会議の会長、副会長につきまして、自薦、他薦を募ります。 

・慣例に則りまして、事務局案をご提案いたします。 
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・委員へ報酬のお支払いをいたします。 
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・会議終了後２日以内に作成、公表します。 
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書面会議開催スケジュール予定 

・会議終了後４５日以内に作成、公表します。 

※第２回茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会は令和５年２月２７日（月）に開催予定です。 

 

現在は、この段階です 
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